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だより総 務 課

国土交通大臣賞（優秀賞）

「共助」の遺産 粟国村立粟国中学校　三年　小谷 杏奈
　「このトゥージに溜めた雨水を飲んで衛生的には大丈夫だったんですか？」「このような大きな石をどこ
から持ってきたんですか？」
　観光客が質問してきます。しかし、私はきちんと答え返すことができませんでした。中学生で島のボラ
ンティアガイドをしよう！そうして、活動をスタートさせた私達。中学生の目線で、島のエピソードを集
め、ありのままに島をガイドすることにしました。そのエピソードの一つが、島の文化遺産とも言える
トゥージについての紹介をすることです。
　「このトゥージは、水道がない頃に、雨水を溜めて使っていた入れ物です。現在でも粟国島にはこの
トゥージが残っている家が多いです。トゥージについての歴史を調べていくと水道がない時代の島の苦労
を知ることができます。今では、きれいな水草を活けたりして、庭のちょっとしたアートになっていたり、
溜めた水を庭の草花への水やりに使ったりしています。」 
　このように説明していた私たち中学生ボランティアガイドの誰もが、改めて島の水の歴史について、何
も分かっていなかったことを思い知らされました。
　私は初めて祖母に聞きました。祖母の幼少期の体験は、今の私の生活から 想像もできないものでした。
　「近くの溜め池から水を汲み、一斗缶（18ℓ）に入れ、家まで運んでくるのが毎日だった。」「片道20分
の道をトゥージが満杯になるまで何回も往復した。」「お風呂は毎日入れない。貴重な水だから毎日のお風
呂に使うのはもったいない。」「雨が降ったら外に出て髪を洗った。」「夏は海で体を洗った。」
　自分達の住んでいる粟国島が、昔から水資源に恵まれず、島民たちは水を確保するためにとても苦労し
てきたことを祖母は語ってくれました。生活を支えるために、一日一日に必要な水を汲み、運んでいた祖
母の必死な様子が 伝わってきます。
　「トゥージ」は水を溜める容器のことです。丸みを帯びていて巨大なお茶碗のように見えます。島の西
海岸にある凝灰岩をくり抜いて造られ、大きいものでは約１トンもあったそうです。その重い石を運ぶた
めに島の大人たちが数十人集まり交替しながら、船も使い、約七〇人を超える人手が必要なこともありま
した。多くの人の苦労と時間をかけて運び造られたトゥージは、大切な財産として親から子へ代々受け継
がれ、今もなお島のあちこちの庭先で見ることができます。トゥージは島民が力を合わせて造った、水資
源を確保するための大切な容器だったのです。 
　今、世界はコロナパンデミックをどのように乗り越えていけばいいのか、大きな課題と向き合っていま
す。感染を防ぐために、手洗いの徹底など、衛生面の予防対策も必要です。しかし、世界人口の約10人中
３人の割合で、安全な水の確保が難しく、手洗いの水以前の問題の方が深刻です。汚れた水が原因で命を
落としてしまう子どもたちもいるのです。かつての祖母のように、今でも世界では、幼い子どもたちが手
に入るかわからない水を求めて歩き続けている状況があります。
　私の住む粟国島の先人達は、厳しい島の自然条件や生活環境の中でも、お互い助け合ってコミュニティ
を築いてきました。それを象徴しているのがトゥージづく
りだと思います。一つ一つが重くて巨大なトゥージは一人
でつくることは困難でした。多くの人々の協力がないとで
きないことだったのです。
　自分一人だけの安全や安定だけを求めず、水資源を確保
するために、「共助」の心を持って先人達が造り上げてき
た「トゥージ」。私達がこれからの時代を生き抜くための
大切なメッセージを伝えています。
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だより総 務 課

所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 の
予定納税（第２期分）の納税をお忘れなく
納期　令和３年11月１日（月）～ 11月30日（火）

　前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納
税基準額が 15 万円以上となる場合には、原則、この
予定納税基準額の 1/3 相当額を、「予定納税」として
それぞれ７月（第１期分）と 11 月（第２期分）に納
めることとなっています。
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から
「令和３年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額
の通知書」が送付されています。この通知書に記載さ
れた第２期分の金額が納税する額です。
　第２期分の予定納税の減額申請をする場合は、11
月 15 日（月）までに、「予定納税額の減額申請書」を
所轄税務署に提出してください。
　詳しくは、税務署まで！

　年末調整調整の電子化については、国税庁HPの「年
末調整手続の電子化に向けた取組について」(https:// 
www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm)
にパンフレットや FAQを掲載しています。また、従業
員の保険料控除申告書などを電子的に作成するための
「年調ソフト」は公式アプリストアからダウンロード
することができます。
また、国税庁インターネット番組Web-TAX-TV (https:

//www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html) で
は、年末調整電子化の概要、年調ソフトの使い方、マ
イナポータルを利用した年末調整手続の更なる簡便化
などの動画を掲載しています。

　国税庁では、毎年
11月11日から17日を
「税を考える週間」と
して、国税庁ホーム
ページで、様々な情報
を提供しています。

詳しくは　　　　  で国税庁 検 索

消費税の届出はお済みですか？

年末調整手続の
電子化についての詳細

・ 　令和２年分の課税売上高が 1 千万円を超えている
方は、令和４年分は消費税の課税事業者に該当しま
す。

・ 　令和２年分の課税売上高が５千万円以下の方で、
令和４年分から簡易課税制度を適用して申告する場
合には、令和３年 12 月 31 日までに納税地の所轄
税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出
が必要です。

※ 　一般課税で申告される方（簡易課税制度の適用を
受けない方）が仕入税額控除を適用するためには、
区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が要件
となります。

詳しくは　　　　  で国税庁 検 索

テーマ「くらしを支える税」

１．募 集 期 間：令和３年10月15日～令和３年11月15日
２．対　　　象： 沖縄県内に住所を有する者の子弟で、県外大学（専門学校等を含む）に在学又は進学

を予定している者。
３．学生寮名称：南灯寮（男子寮／東京都狛江市）
　　　　　　　　沖英寮（女子寮／東京都世田谷区）
　　　　　　　　大阪寮（男子寮／大阪府吹田市）
【問い合わせ先】
（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団　　TEL：098-942-9213　　URL：http://www.oihf.or.jp/
詳細についてはホームページ、またはお問合せください。

県
外
学
生
寮

募
集
に
つ
い
て

「税を考える週間」

詳しくは、国税庁ホームページ
内の特設ページをご覧ください。

税について考えよう！

QRコードから特設ページへ
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だより総 務 課

☆裁判員候補者名簿ができるまで　　　         　〈名簿記載通知の発送用封筒（サンプル）〉

　裁判員候補者名簿は，市区町村の選挙管理委員会が選

挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に，全国の

地方裁判所で作成します。

　令和４年の名簿に登録される人数は，全国で約23万

3000人です（選挙人名簿登録者全体に占める割合は，

約453人に１人）。

☆裁判員候補者名簿記載通知について

　令和４年の裁判員候補者名簿に登録された方には，本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知（名

簿記載通知）をお送りします（令和４年１月１日時点で20歳以上の方に限られます。）。この通知は，

来年２月頃からの約１年間に裁判所にお越しいただき，裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお

伝えし，あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。この段階では，まだ具体的な事件の裁判

員候補者に選ばれたわけではありませんので，すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。

　また，名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は，裁判員候補者の方の事情を早期

に把握し，調査票のご回答の内容により，１年を通じて辞退が認められる場合等には裁判所にお越しい

ただくことのないようにして，裁判員候補者の方々のご負担を軽減するためのものです。お尋ねする項

目に当てはまらない方は，返送していただく必要はありません。

　辞退の申出ができる時期に制限はありません。この調査票で辞退を申し出なかった場合でも，実際の

事件の裁判員候補者に選ばれた後に辞退を申し出ていただくことも可能です。

　裁判員裁判を実施するにあたっては，裁判員候補者の皆さまに安心して参加いただけるよう，各地方

裁判所において，「三つの密」を避けるなどの様々な新型コロナウイルス感染症対策を行っています。

皆さまの積極的なご参加をお願いします。

裁判員制度の詳しい情報はこちらへどうぞ

裁判員制度ウェブサイト　https:/ /www.saibanin.courts.go.jp/

裁判員制度～まもなく名簿記載通知を発送します！裁判員制度～まもなく名簿記載通知を発送します！

ひとりでなやんでいませんか。全国一斉「女性の人権ホットライン」

強化週間：令和３年11月12日（金）～ 11月18日（木）
相談電話番号：0570－070－810

　夫やパートナーからの暴力、ストーカー、セクシャルハラスメント、女性蔑視など、女性を取り巻く悩
みのご相談に法務局職員又は人権擁護相談員が応じます。秘密は守ります。平日は午前８時30分から午後
７時まで、土曜日・日曜日は午前10時から午後５時まで受け付けます。

インターネットでも人権相談を受け付けています。　https://www.jinken.go.jp/
（那覇地方法務局人権擁護課）
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だより経 済 課
求人募集・嘱託職員（正職員登用あり）

職　　種：事務局　※社保完備

勤務時間：AM８:30～PM５:15

休　　日：土・日・祝祭日

月　　給：150,000円

勤 務 地：粟国村離島振興総合センター

資　　格：自動車運転免許

　　　　　エクセル・ワードの簡単なパソコン操作

★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆

職　　種：ヘルパー（非常勤職員）　※社保完備

勤務日数：週４日（４勤３休）

勤務時間：AM８:30～PM５:15

時　給：900円（日当・7,200円）

勤務先：粟国村離島総合センター

資　格：介護に興味があれば初心者でも可。

　　　　　　働きながら資格がとれます。

　　　　　　原付免許

採用人数：若干名

連 絡 先：粟国村社会福祉協議会

　　　　　☎988－2045（担当：玉寄）

だより福 祉 協 議 会社 会

だより総 務 課
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だより経 済 課

農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ耕作」です。
次のような農地はありませんか？ 
　◎昔から手続きをせずに、親戚・知人などに農地を貸して（借りて）いる。
　◎手続きが面倒だからヤミで貸して（借りて）いる。
　◎税金等の関係があるので手続きをしていない。
未相続の農地は、相続人の過半の同意があれば手続きをすることができます。

　口約束など、法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力はなく、権利関係
は不安定です。お互いのトラブル回避のためにも、必ず利用権設定等の正規の手続きをしましょ
う。ヤミ耕作は、農地法違反です。

　手続きをしないと次のような問題があります。

ＳＴＯＰ　ヤミ耕作

ヤミ耕作はトラブルのもと。必ず農業委員会への手続きを！

農地の貸し借りには、次の３つの方法があります。
　①農地法に基づく農業委員会の許可（農地法）
　②村が作成する農用地利用集積計画の公告（農業経営基盤強化促進法）
　③農地中間管理機構が作成する農用地配分計画の公告（農地中間管理事業法）

貸　し　手 借　り　手

・ 相続が発生した時に誰にかしているのかわか
らなくなる場合がある

・ 農地を返してもらう際に、離作料等請求され
る場合がある

・ 20 年以上に渡って賃貸借していた場合、民法
第 163条の規定により借り手に賃借権の時効
取得をされる場合がある。

・ 相続が発生した時に誰から借り手いるのかわ
からなくなる場合がある
・ 突然地主に農地を返してくれと言われる場合
がある
・ 農地台帳に記載されないため、各種補助制度
の活用や申請に支障が生じる場合がある

提　出　書　類 提　出　者

① 農地法第３条許可申請 貸し手と借り手の連名で申請

② 農用地利用集積計画
（利用権設定） 貸し手と借り手の連名で申請

③ 農用地等貸付申出書（貸手）
農用地等借受申出書（借手） 貸し手、借り手それぞれが申出

お問合　粟国村農業委員会   電　話　098-988-2033
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だより民 生 課

　ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身
の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金
見込額の試算をすることもできます。
　詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。  
○日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）
　　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

------------------------　国民年金からの給付　------------------------

令和３年度　老齢基礎年金の額　満額 ７８０，９００円
（20歳～ 60歳になるまでの40年間すべて期間保険料を納めた場合）

　老齢基礎年金は、原則として65歳から受給する年金ですが、老齢基礎年金を受けるには
10年以上の受給資格期間が必要です。免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間、合算
対象期間（海外に居住していた期間等）は、この10年の受給資格期間に算入されます。
　ただし、納付猶予・学生納付特例期間・合算対象期間は、受給資格期間に算入されますが、
老齢基礎年金額の計算には反映されません。

----------------　令和３年度　国民年金保険料  ---------------------
月額１６，６１０円　　年額１９９，３２０円

　国民年金保険料は、自営業者や学生などの第１号被保険者が納める保険料で、年齢・所得・
性別に関係なく一律です。
　国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書で各金融機関、郵便局、コンビニ
エンスストア等の窓口で納められます。また、口座振替納付やクレジットカード納付もでき
ます。

※詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。　那覇年金事務所　☎855-1111

１１月３０日は

年 金 の 日

い い み ら い
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船 舶 課だより

【「ニューフェリーあぐに」利便性向上に向けたアンケート結果】

６月末から８月末にかけて実施されたアンケート結果を公表します。ご協力ありがとうございました。

今回のアンケートをもとに、更なる利便性向上に向けて取り組んでいきますので、ご理解・ご協力お願いいたします。

問１．あなたの性別はどちらですか。

問２．あなたの満年齢はおいくつですか。当てはまるものを１つお選び下さい。　

問３．お住まいは

問４．泊港からの出港時間についておうかがいします。現在の設定時間は、いかがですか。

　　　当てはまるものを１つお選び下さい。　（現在、那覇発粟国行き：午前９時55分）

問５．粟国港からの出港時間についておうかがいします。現在の設定時間は、いかがですか。

　　　当てはまるものを１つお選び下さい。　（現在、粟国発那覇行き：午後２時10分）

問６．その他ご意見・ご要望等

【フェリーの運航時間等について】

・その日のうちに病院へ行けるように

・旧正・旧盆以外の時間変更はなくしてほしい

・島で過ごす時間を作ってもらいたい（家・屋敷の掃

除）のため

・村から那覇へ用事があるとき到着時間が夕方のため前

のりで１泊が必要となり時間やコスト的に

・不利なため運航時間を改善してほしい

・８時30分から乗れるようになった件は、早めに周知

してほしかった

・７月から９月は土日は午後３時出港

・通院のため出航時間を早くしてほしい

・毎週月・水は粟国港発12時30分にしたら

・貨物の受付を８時30分から17時30分にしてもらいたい

・乗船時間を早めてほしい

・粟国発を13時にしてほしい

・泊港４時入港だとタクシーが捕まらない

・２便あると助かります

・火曜日・木曜日は運休にし週５便でもいいのでは

・毎週金曜日は粟国発１時15分

【職員・船員について】

・職員が残業しないようにしてもらいたい

・船員の服装がきちんとしていない（航海中は制服を着用）

・船員・船舶の対応が悪い（他離島の船員がサービス対

応がいい）

・荷受けのところでのたばこはやめてほしい

・船員の接客マナー（あいさつ・おもいやり）改善して

ほしい

・航海中の船員の見回りを徹底してほしい

・村長は「愛民」とあるが村長のためでは

・村職員を一から教育するのが先だと思う

男性 61
女性 37
合計 98

男性 女性 合計 男性 女性 合計
①20歳以下 ０ ０ ０ ⑤50歳～59歳 11 ４ 15
②20歳～29歳 ２ ２ ４ ⑥60歳～69歳 23 ６ 29
③30歳～39歳 ７ ５ 12 ⑦70歳以上 11 ７ 18
④40歳～49歳 13 ７ 20 　　　合　計 67 31 98

浜 東 西 県内 県外 合計
男性 20 27 7 7 0 61
女性 8 13 12 3 1 37

男性 女性 合計 男性 女性 合計
①現在でよい 21 11 32 ⑤午前10時30分頃が良い ３ １ ４
②午前８時30分頃が良い ６ ４ 10 ⑥その他 ０ １ １
③午前９時頃が良い 21 12 33 合計 67 31 98
④午前９時30分頃が良い 16 ２ 18

男性 女性 合計 男性 女性 合計
①現在でよい 12 ６ 18 ⑤午後３時頃が良い ６ ３ ９
②午後１時頃が良い 27 ９ 36 ⑥その他 ５ ２ ７
③午後１時30分頃が良い 14 11 25 合計 67 31 98
④午後２時30分頃が良い ３ ０ ３
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船 舶 課だより

・課長の皆様は部下を大事にしていない

・部下が仕事をこなすから課長がいい顔できるのでは

・村民の税金で給料をもらっていることをわすれないで

・村民あっての職員と思いますが

・接岸に時間がかかると思う（技術の向上）

・通常から近隣離島と協力し便数を増やしてほしい

・窓口には女性がいたほうがいい

・那覇での荷受けの改善

【フェリー料金等】

・船賃が高い

・車代が高い

・行事に併せたスケジュールで、運賃を安くしてほしい

・村民外でも往復割引を適用してほしい（村民との差が

ありすぎます）

・色んな事情で経費が係るのはわかるが、車賃が高すぎ

て年に１～２回しかこれません

・前の料金に戻して

・料金が２倍になるのは信じられない、島の人はもっと

安く

・観光客と島の人で料金に差をつけるのは問題でしょうか

【粟国港について】

・早急に南風対策を実行してほしい

・粟国港に停泊してもいいのでは

・港が直ったら粟国を母港にできないか

【その他のご意見】

・モーフとかコイン式でもいいから貸し出してほしい

・粟国島に住んでいる住民が利用しやすいフェリーで

あってほしい

・住んでいる人たちのことを考えて対応お願いします

・港止めの荷物（特に冷蔵品）は、有料でかまわないの

で配達してほしい

・ドックの時期を考えてほしい

・足が痛いためタラップ（泊港）をお願い

・防災無線の使い方を考えた方がいいと思う（放送時間等）

・客室の掃除を徹底してほしい

・キッツルームで子供がうるさい

・那覇船舶の記載台が低すぎ

・嘔吐用Ｕパックを飛行機に設置しているものに変えて

ほしい

・前回も同様のアンケートを実施反映してもらいたい

・村民より来島者を優先にしている気がする村民の利便

性を第１に考えてほしい

・生協を利用しているが棚や机の設置助かります

・フェリー２階座席室でのマナー（足を伸ばす）表示と

かあればいいと思う

・酔わなそうな場所が女性専用となっている

・利用者を増やす対策を

飲酒に絡む事件やトラブルに注意しましょう。
　10月に入り、県内の110番通報が増加しています。
　中でも飲酒に絡むトラブルが多く、会食や懇親会など飲酒の機会が増えていることがうか
がえます。
　飲酒に絡む事件やトラブルは

　〇　喧嘩口論
　〇　路上寝
　〇　仮眠中の盗難被害
　〇　転倒などの自傷事故

などがありますが、いずれも泥酔するまで飲酒しないことが大切です。
　自分に見合った適度な飲酒に努め、事件やトラブルの防止に努めましょう。
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村長日程表
Ｒ３年10月
  5日（火） 出張）亀川法律事務所へ打ち合わせ

  6日（水） 来訪）粟国村小中学校校長、生徒

  7日（木） ｗｅｂ会議）県産黒糖の消費拡大について

11日（月） 出張）沖縄県農林水産部

11日（月） 出張）沖縄県南部農林土木事務所

11日（月） 出張）オゾン除菌・脱臭機贈呈式

12日（火） 出張）南部市町村会「定例総会」

12日（火） 出張）南部振興会「市町村長協議会」

12日（火）  出張）南部離島町村長議長連絡協議会「臨

時総会」

13日（水）  出張）令和３年度第１回南部広域市町村圏

事務組合「理事会」

18日（月） 出張）南部広域行政組合「理事会」

19日（火） 来訪）瑞穂酒造

20日（水）  来訪）防衛省沖縄地方協力本部島尻分駐所

所長長澤氏

26日（火） 来訪）沖縄県市町村課課長森田氏

27日（水） 来訪）沖縄県企画部統括官松永氏

※事情により変更等がございますので、予めご了承ください。

村 長 だ よ り 第 14 号
　コロナ騒
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　さて今
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定
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村
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こう
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じょう
宿
しゅく
舎
しゃ
工
こう
事
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」についてお

伝
つた
えします。
建
けんせつ
設予

よ
定
てい
地
ち
は字
あざ
東
ひがし
63番

ばん
地
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にん
収
しゅう
容
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全
ぜん
個
こ
室
しつ
型
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２階
かい
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てを計

けいかく
画しています。本

ほんけん
件は、国

くに
の働
はたら
き方
かた

改
かいかく
革による指
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導
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で、現

げんざい
在の工
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ほ
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島
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島
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成しており、次
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島
じま
、与

よ
那
な
国
ぐに
島
じま
などで続

ぞく
々
ぞく
と宿
しゅく
舎
しゃ

整
せい
備
び
が進
すす
められています。先

さき
ほど述

の
べましたとおり、本

ほんそん
村の製

せいとう
糖工
こう
場
じょう
が1.5倍

ばい
以
いじょう
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じんいんぞう
員増となるよ

うに、製
せいとう
糖工
こう
場
じょう
がある他

ほか
の島
しま
でも同

どうよう
様にたくさんの季

き
節
せつ
工
こういん
員が必

ひつよう
要となるわけです。今

こん
後
ご
、島
とうがい
外や

県
けんがい
外からの季

き
節
せつ
工
こういん
員の奪
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い合

あ
いが激
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するのは、誰
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の目
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にも明
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らかです。人

じんいん
員の確

かく
保
ほ
ができなけれ

ば本
ほんそん
村の製

せいとう
糖工
こう
場
じょう
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うんえい
営が危

あや
うくなり、ひいては本

ほんそん
村のサトウキビ産

さん
業
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すいたい
退につながるのではと危
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惧
ぐ
しております。ですから何としても補

ほ
助
じょ
金
きん
の最
さい
終
しゅう
年
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度
ど
である令和４年度での宿

しゅく
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もと
められ

ている次
し
第
だい
です。村

そんみん
民の皆

みなさま
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り
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かい
の程
ほど
、よろしくお願

ねが
いします。

* 粟国村役場では、税金や各種料金は納付忘れが気にならない郵便局の口座引き落としを
おすすめしています。次の税金や各種利用料がゆうちょの口座から引落が可能です。

①固定資産税　②軽自動車税
③住民税　　　　 （担当：総務課 ☎988－2016）

④国民健康保険税　⑤後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　 （担当：民生課 ☎988－2017）

⑥上下水道料　⑦村営住宅使用料
　　　　　　　　 （担当：経済課 ☎988－2258）

※納め忘れのないよう、よろしくお願いします。
※納付期限を過ぎた納付書は金融機関でお取扱いできません
のでご注意ください。

国民健康保険税　第５期（納付期限）
後期高齢者医療保険料　第５期（普通徴収）

粟国村携帯通信活用情報システム
●船舶情報　　●防災情報　　●役場からのお知らせ
●お魚情報　　●航空情報　　●観光情報
●特売情報が届くようになります。QRコードを読み取ってご登録下さい。

納税について

１１月３０日（火）
１１月３０日（火）

通帳と届出印、納税通知書や支
払い済みの領収書をお持ちの
上、郵便局で申し込み手続きを
お済ませ下さい。
不明な点は、それぞれの担当課
にお問い合わせ下さい。
粟国村内であれば粟国郵便局
（988－2004）でも対応可能です。

通帳と届出印、納税通知書や支
払い済みの領収書をお持ちの
上、郵便局で申し込み手続きを
お済ませ下さい。
不明な点は、それぞれの担当課
にお問い合わせ下さい。
粟国村内であれば粟国郵便局
（988－2004）でも対応可能です。
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日程・日時変更の際は村内放送でお知らせします。

村運営バス・デマンド型乗合タクシー

・アニー号（コミュニティバス）

　港の発着時刻に合わせて停留所を定期的に運行します。

・りかりか号 （デマンド型乗合タクシー）

　予約して乗り合って目的地へ送迎します。

　　利用時間 ８：30 ～ 17：30

　　受付時間 ８：30 ～ 17：00

　　電話 080－9852－7362

　利用したい時間の30分前までご連絡下さい。

上記以外の時間帯やバス・タクシーに関するお問い合わせ

　　電話 098－988－2016

船舶へのお問い合わせ

・粟国村船舶課（７：30 ～ 17：15）

　☎ 098－988－2495

・那覇船舶事務所（８：00 ～ 17：00）

　☎ 098－862－5553

＊ 船内持込手荷物は、お一人様10㎏未満に限らせていただき

ます。その他のものはコンテナに預けて下さい。

消費生活相談窓口

・粟国村役場民生課　☎ 098－988－2017

・消費者ホットライン ☎ 0570－064－370

粟国村航空機について

運航日時

１日１往復　 週３往復程度（月曜

日・水曜日・土曜日）

　　那覇空港発　９時15分

　　粟国空港着　９時45分

　　粟国空港発　11時15分

　　那覇空港着　11時45分

予約

　第一航空株式会社那覇営業所

　（営業時間　07:30-17:00）

　電話番号 098－859－5531

日 / 旧暦 / 曜日
運航予定

行　事　予　定
泊発 粟国発

１ 9/27 月 9:55 14 :00

２ 9/28 火 9:55 14 :00

３ 9/29 水 9:55 14 :00 ・文化の日

４ 9/30 木 9:55 14 :00
健康相談　午前９時30分～午前11時

保健師室

５ 10/1 金 9:55 14 :00 ・竈マーイ

６ 10/2 土 9:55 14 :00
インフルエンザ予防接種　午前７時30分～

離島振興総合センター

７ 10/3 日 9:55 14 :00

８ 10/4 月 9:55 14 :00

９ 10/5 火 9:55 14 :00
足腰教室　午後１時30分～午後４時

離島振興総合センター

10 10/6 水 9:55 14 :00
健康相談　午前９時30分～午前11時

保健師室

11 10/7 木 9:55 14 :00

12 10/8 金 9:55 14 :00

13 10/9 土 9:55 14 :00

14 10/10 日 9:55 14 :00

15 10/11 月 9:55 14 :00
足腰教室　午後１時30分～午後４時

離島振興総合センター

日 / 旧暦 / 曜日
運航予定

行　事　予　定
泊発 粟国発

16 10/12 火 9:55 14 :00

17 10/13 水 9:55 14 :00

18 10/14 木 9:55 14 :00
健康相談　午前９時30分～午前11時

保健師室

19 10/15 金 9:55 14 :00

20 10/16 土 9:55 14 :00

21 10/17 日 9:55 14 :00

22 10/18 月 9:55 14 :00

23 10/19 火 9:55 14 :00 ・勤労感謝の日

24 10/20 水 9:55 14 :00

25 10/21 木 9:55 14 :00
健康相談　午前９時30分～午前11時

保健師室

26 10/22 金 9:55 14 :00

27 10/23 土 9:55 14 :00

28 10/24 日 9:55 14 :00

29 10/25 月 9:55 14 :00

30 10/26 火 9:55 14 :00
足腰教室　午後１時30分～午後４時　

離島振興総合センター

1111 粟国村行事カレンダー・ニューフェリーあぐに運航予定粟国村行事カレンダー・ニューフェリーあぐに運航予定月月

印刷：文進印刷株式会社




